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さめじま社会保険労務士事務所 

１１月号（第８号） 

◆◆◆◆医療費抑制医療費抑制医療費抑制医療費抑制のののの切切切切りりりり札札札札となるかとなるかとなるかとなるか？？？？    

高齢化で医療費がどんどん増えている

現在、日本の医療保険制度は財政的に厳

しい状態にあります。そんな中、医療費

抑制のための切り札的存在として期待さ

れているのが、成分や効き目が同じで価

格が安い「ジェネリック医薬品」です。

最近テレビＣＭなどでよく耳にするよう

になりましたが、いったいどんなものな

のでしょうか。 

 

◆◆◆◆ジェネリックジェネリックジェネリックジェネリック医薬品医薬品医薬品医薬品のののの特徴特徴特徴特徴    

新薬として最初に発売された薬（先発

医薬品）は、特許に守られ、開発メー

カーが独占的に製造・販売することがで

きます。しかし、20～25年の特許が切れ

ると、他のメーカーも同じ成分、同じ効

果を持つ薬を製造できるようになりま

す。これが「ジェネリック医薬品（後発

品）」で、「先発品と同じ有効成分を同

じ量含み、同等の効果が得られる医薬

品」と定義されています。新薬に比べて

開発コストが小さいため、価格は新薬の

３～８割も安くなります。先発品の欠点

を補い、工夫しているものも少なくあり

ません。 

しかしながら、厚生労働省によると、

ジェネリック医薬品のシェアは2006年時

点で数量ベース約17％にとどまってお

り、30％～60％にもなる欧米各国に比べ

極めて低いのが実情です。その理由とし

て、医師がジェネリック医薬品の審査や

品質への不安を感じていることや、患者

が新薬での処方を希望することが多いこ

となどが挙げられます。 

 

◆◆◆◆ジェネリックジェネリックジェネリックジェネリック医薬品普及医薬品普及医薬品普及医薬品普及のののの動動動動きききき    

医療費抑制策の中で、ジェネリック医

薬品の普及が期待されています。シェア

が30％になれば医療費は4,300億円削減で

きると推計されており、政府の「骨太方

針2007」では、2012年度までにシェア

30％達成が目標に掲げられています。 

ジェネリック医薬品普及促進策として

注目されるのが、処方せんの様式変更で

す。2006年４月、処方せんに「後発薬へ

の変更可」という欄が設けられ、医師が

署名押印すれば薬局側がジェネリック医

薬品への代替調剤ができるようになりま

した。さらに、今年４月からは、この欄

が「変更不可」に変更されており、よほ

どの理由で変更を認めないケースを除け

ば、ジェネリック医薬品の普及が促進さ

れるのではないかと期待されています。 

このほか、薬局が調剤する処方せんの

３割超を後発品に変更した場合、薬局側

の報酬に加算がなされるようになりまし

た。薬剤師が患者にジェネリック医薬品

への変更を促すことで、普及の促進を図

るものです。 

医療費抑制のためには、ジェネリック

医薬品の普及は不可欠です。適正使用の

ための環境作りに対して、国にはさらな

る努力が求められます。 

    

医療費抑制医療費抑制医療費抑制医療費抑制のののの切切切切りりりり札札札札
「「「「ジェネリックジェネリックジェネリックジェネリック医薬医薬医薬医薬
品品品品」」」」とはとはとはとは？？？？    

    P1P1P1P1    

厚生年金厚生年金厚生年金厚生年金・・・・健康保険健康保険健康保険健康保険
のののの未加入事業所未加入事業所未加入事業所未加入事業所がががが10101010
万超万超万超万超にににに    

    PPPP１１１１    

外国人外国人外国人外国人のののの派遣社員派遣社員派遣社員派遣社員がががが
労災事故労災事故労災事故労災事故にににに遭遭遭遭ったったったった
らららら？？？？    

    P2P2P2P2    

借金借金借金借金をををを抱抱抱抱ええええ賃金債権賃金債権賃金債権賃金債権
をををを譲渡譲渡譲渡譲渡したしたしたした社員社員社員社員にどにどにどにど
うううう対応対応対応対応するするするする？ ？ ？ ？     

    P3P3P3P3    

年金改革年金改革年金改革年金改革にににに「「「「第第第第３３３３のののの
案案案案」」」」がががが浮上浮上浮上浮上    そのそのそのその特特特特
徴徴徴徴はははは？ ？ ？ ？     

    PPPP３３３３    

厚生労働省厚生労働省厚生労働省厚生労働省「「「「サービサービサービサービ
スススス残業解消指針残業解消指針残業解消指針残業解消指針」」」」のののの
内容内容内容内容    

    P4P4P4P4    

11111111月月月月のののの税務税務税務税務とととと労務労務労務労務のののの
手続手続手続手続［［［［提出先提出先提出先提出先・・・・納付納付納付納付
先先先先］］］］    

    P5P5P5P5    

医療費抑制医療費抑制医療費抑制医療費抑制のののの切切切切りりりり札札札札「「「「ジェネリックジェネリックジェネリックジェネリック医薬品医薬品医薬品医薬品」」」」とはとはとはとは？？？？    

SRS News 
Sharoushi Samejima News 

厚生年金厚生年金厚生年金厚生年金・・・・健康保険健康保険健康保険健康保険のののの未加入事業所未加入事業所未加入事業所未加入事業所がががが10101010万超万超万超万超にににに  

◆◆◆◆1111年年年年でででで約約約約3,0003,0003,0003,000カカカカ所増加所増加所増加所増加                                    

 厚生年金や健康保険に加入義務がある

のに加入していない事業所が、今年３月

末の時点で約10万カ所（前年同時期比約

3,000カ所増）あることが、社会保険庁の

調べで判明しました。未加入のままで

は、従業員が将来年金を受け取ることが

できなかったり、医療費の自己負担額が

増えたりするおそれがあります。 

 

◆◆◆◆未加入事業所未加入事業所未加入事業所未加入事業所のののの実態実態実態実態はははは？？？？    

今回、社会保険庁が雇用保険などの

データをもとに、未加入が疑われる事業

所を抽出して調べたところ、３月末時点



で10万470カ所が政府管掌健康保険に

未加入でした。そのほとんどが厚生年

金保険にも未加入です。従業員規模が

小さいほど未加入の事業所が多い傾向

がみられ、未加入事業所のうち、従業

員数が５人未満の事業所は約８万2,000

カ所、５～９人の事業所は１万4,000カ

所と、大半を占めました。 

なお、2007年３月末に政管健保と厚

生年金に未加入とされたのは約９万

7,000カ所でした。１年間でこのうち２

万4,000カ所が加入するなどして、未加

入は約７万3,000カ所になったのです

が、今回の調査で新たに約２万7,000カ

所が未加入であることが判明し、未加

入事業所は差し引き3,000カ所増えてい

ます。 

 

◆◆◆◆未加入未加入未加入未加入をなくすためにはをなくすためにはをなくすためにはをなくすためには調査調査調査調査・・・・把握把握把握把握    

    がががが必要必要必要必要    

社会保険庁が未加入事業所対策に力

を入れ始めたのは、2004年度以降のこ

とで、それ以前は実態の調査も行わず、

加入の呼びかけにも消極的でした。現在

は、まずは文書や電話で加入を促し、従

わない場合には社会保険事務所への呼出

しや戸別訪問で加入を求めています。そ

れでも応じなければ、従業員数が多い事

業所から順に、職権による立入り検査で

強制加入手続に移ります。    

中小企業には、新規開業や廃業、休眠

会社も多いため、実態を十分に把握する

のは困難です。また、今回の調査で把握

できなかったものも含めれば、相当多く

の未加入事業所があることも予想されま

す。    

今後、加入率を上げられるかどうかは

不透明です。2007年度に強制加入手続で

加入したのは73カ所（被保険者数483

人）であり、今後の加入促進策による加

入率上昇が期待されます。まずは未加入

事業所の徹底的な調査と把握、そしてそ

の後の粘り強い働きかけが必要でしょ

う。    
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外国人外国人外国人外国人のののの派遣社員派遣社員派遣社員派遣社員がががが労災事故労災事故労災事故労災事故にににに遭遭遭遭ったらったらったらったら？？？？     

10101010年年年年でででで倍増倍増倍増倍増したしたしたした    
                    外国人労働者外国人労働者外国人労働者外国人労働者    
    

厚生労働省の推計によ

れば、外国人労働者数は

2006年に約75万5,000人

となり、10年前の約２倍

に増えています。このほ

か、約17万人の不法残留

（オーバーステイ）の外

国人労働者がいるとみら

れています。 

政府は、原則として外

国人の単純労働を認めて

いませんが、一部の日系

人などは例外とされてい

るほか、研修生名目の外

国人などが単純労働に携

わっています。 

１１月号（第８号） 

◆◆◆◆10101010年年年年でででで倍増倍増倍増倍増したしたしたした外国人労働者外国人労働者外国人労働者外国人労働者    

厚生労働省の推計によれば、外国人労

働者数は2006年に約75万5,000人となり、

10年前の約２倍に増えています。このほ

か、約17万人の不法残留（オーバーステ

イ）の外国人労働者がいるとみられてい

ます。 

政府は、原則として外国人の単純労働

を認めていませんが、一部の日系人など

は例外とされているほか、研修生名目の

外国人などが単純労働に携わっていま

す。 

今、自動車関連部品の下請けメーカー

で、日系人の派遣社員がプレス機械で指

を切断する事故に遭ったとしましょう。

この場合、外国人でも労災保険を受けた

り、損害賠償をメーカーに請求したりで

きるのでしょうか。 

    

◆◆◆◆労災保険労災保険労災保険労災保険はははは適用適用適用適用、、、、損害賠償損害賠償損害賠償損害賠償はははは？？？？    

労働基準法は、国籍を理由に労働条件

を差別することを禁止しています。その

ため、外国人労働者であっても、当然に

労災保険法は適用されます。 

損害賠償については、実質的に指導を

監督し、安全配慮を怠った派遣先のメー

カーに請求することになるでしょう。通

常、後遺症が残るようなケガの損害

額は、一般的に67歳まで働いた場合に

見込まれる収入額をもとに逸失利益を

計算して算出します。家族とともに定

住している場合など、合法的な外国人

労働者の逸失利益は日本人と同様に算

定し、慰謝料についても、後遺症の等

級認定や入通院費などをもとに、日本

人と同じ基準で算定するのが一般的で

す。 

 

◆◆◆◆不法就労不法就労不法就労不法就労だっただっただっただった場合場合場合場合はははは？？？？    

しかし、もしも不法就労であった場

合には、損害賠償額が日本人より少な

くなる可能性があります。在留期間を

過ぎていたパキスタン人が労災事故で

後遺障害を負って損害賠償を求めた訴

訟で、最高裁は、不法就労の場合は長

期的に日本で就労できないとし、事故

後に退社してから３年間は日本の収入

基準で計算し、それ以降はパキスタン

の収入基準で計算するのが合理的とし

ました（改進社事件：最三小判平

9.1.28）。パキスタンの収入は日本の

５分の１以下とされ、結果、賠償額は

日本人に比べると少額になりました。 

不法就労の外国人への賠償額が通常
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借金借金借金借金をををを抱抱抱抱ええええ賃金債権賃金債権賃金債権賃金債権をををを譲渡譲渡譲渡譲渡したしたしたした社員社員社員社員にどうにどうにどうにどう対応対応対応対応するするするする？？？？     

１１月号（第８号） 

◆◆◆◆消費者金融消費者金融消費者金融消費者金融からからからから会社会社会社会社にににに電話電話電話電話がががが………… 

個人的に消費者金融から借金をしてい

た社員が、返済が滞ったことから３カ月

程度の自己の賃金債権を譲渡したらし

く、消費者金融から会社に債権（賃金）

の支払いを求める電話がかかってくるよ

うになった――。 

社員が消費者金融に賃金債権を譲渡し

たとはいえ、労働基準法には「賃金は、

直接労働者に支払わなければならない」

という直接払いの原則があります。この

ようなケースでは、どのように対応した

らよいのでしょうか。 

 

◆◆◆◆裁判所裁判所裁判所裁判所のののの命令命令命令命令があればがあればがあればがあれば有効有効有効有効    

社会保険関係の法律では、一般に保険

給付の受給権の譲渡を禁止しており、ま

た、労働基準法では、労働者が使用者に

対して有する災害補償を受ける権利につ

いては譲渡を禁止しています。しかし、

賃金については特に規定はありません。

したがって、賃金に関しては、譲渡は可

能とも考えられます。 

しかし、使用者に対し立場の弱い労働

者を保護するため、労働基準法では賃金

の支払いに関する「直接払いの原則」が

定められています。過去の裁判等では、

たとえ債権譲渡をしたとしても労働基準

法の直接払いの原則を優先するとする裁

判例が多く（電電公社小倉電話局事件：

最判昭43.3.12等）、賃金を金融業者に

支払うことはできないと考えるのが一般

的です。 

ただし、民事執行手続により裁判所が

差押えを命じた場合は、雇用主は差押命

令に応じなければなりません。これは一

見、直接払いの原則に反するようにも見

えますが問題ありません。借金返済が

滞った場合だけでなく、国や地方への税

金の滞納も同様です。  

 

◆◆◆◆生活者保護生活者保護生活者保護生活者保護のためにのためにのためにのために差押金額差押金額差押金額差押金額をををを制限制限制限制限    

しかし、給与全額を差し押さえられて

しまうと、その社員は生活できません。

このため、債務者保護の観点から、差押

金額は原則、賃金から所得税・地方税・

社会保険料等を控除した手取り賃金額を

ベースに、賃金の４分の１までとされて

います。 

標準的な世帯所得を超える高給をもら

う人については、政令で定める額を超え

る部分の全額を差し押さえることができ

ます。標準的な家庭に必要な生活費とし

て33万円を想定し、33万円が４分の３に

相当する44万円で線引きをし、手取り額

が44万円を超えていれば、33万円を残し

てそれ以上の部分はすべて差し押さえら

れます。 

企業としては、法律に基づく強制執行

手続の場合を除き、やはり生活者（労働

者）保護の精神を念頭に置いて、労働法

規に則り慎重に対応することが肝要で

す。 

の日本人より少ないという判決には、

危険な仕事を不法滞在の外国人にやらせ

ることを助長するのでは、という懸念も

あります。こうした懸念への対策とし

て、不法就労者自体を減らすことが必要

です。そのためには、不法就労者の雇用

について、罰則をより厳罰化すること

なども選択肢の１つとして考えられるべ

きではないでしょうか。  

年金改革年金改革年金改革年金改革にににに「「「「第第第第３３３３のののの案案案案」」」」がががが浮上浮上浮上浮上    そのそのそのその特徴特徴特徴特徴はははは？？？？  

◆◆◆◆年金制度改革年金制度改革年金制度改革年金制度改革のののの検討検討検討検討にににに本格着手本格着手本格着手本格着手 

厚生労働省は、年金制度改革の検討に

本格的に着手しました。基礎年金の受給

額が少ない低年金者対策をめぐり、「全

額税方式化」と「最低年金創設」が検討

されていますが、第３の案として「保険

料軽減・税支援方式」とも言うべき案が

浮上してきました。 

いずれの案を導入するとしても問題点

があるようです。これら３種の案のそれ

ぞれの特徴についてみてみましょう。  

 
◆◆◆◆「「「「全額税方式化全額税方式化全額税方式化全額税方式化」」」」とととと「「「「最低年金創設最低年金創設最低年金創設最低年金創設」」」」    

現状では、基礎年金額が満額（６万

6,000円）を下回る低年金となるケースが



多いのが実情です。そこで、「財源

を全額税で補う税方式化」が検討され

ています。これは、働き方などに関係

なく基礎年金部分を税で支給し、社会

全体で支える方式です。未納問題等は

完全に解消できる代わりに、少なくみ

ても９兆円以上の財源が必要となりま

す。また、企業の保険料負担がなくな

る分をどう扱うかも課題です。 
税方式のような劇的な転換を望まない

場合の案が、「最低年金創設」です。こ

れは、現行の社会保険方式を維持しつ

つ、加入期間にかかわらず給付時に税で

加算する最低年金制度を創設しようとす

るものです。年収200万円以下の高齢者

世帯に月５万円の最低年金を保障する場

合、約１兆円の財源が必要と試算されて

います。問題点として、「保険料の負担

者に給付」の原則が、加入期間によらず 

最低年金を支給することにより崩れて

しまい、負担の公平性が損なわれるほか 

加入期間に関係なく最低年金を受け取れ

ることで未納問題が拡大するおそれがある

ことなどが、問題点として挙げられます。  

    

◆◆◆◆「「「「保険料軽減保険料軽減保険料軽減保険料軽減・・・・税支援方式税支援方式税支援方式税支援方式」」」」のののの内容内容内容内容はははは？？？？    

これら２案に対し、厚生労働省が第３の

案として新たに提示した「保険料軽減・税

支援方式」は、国民年金の定額保険料を所

得に応じて軽減し、軽減分を国が税で補っ

て全額払ったとみなすやり方です。少額で

あっても40年間払い続ければ、基礎年金を

満額受け取ることができます。追加する財

源としては、現行の免除制度利用者に単純

に保険料軽減を適用するだけでも１兆

7,000万円程度が見込まれています。ま

た、納付者が増える可能性はありますが、

未納問題の根本的な解決とはなりにくく、

低所得層の保険料を軽減するにあたり、軽

減割合を決める自営業者の所得把握に難点

があるなどの課題もあります。     
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厚生労働省厚生労働省厚生労働省厚生労働省「「「「サービスサービスサービスサービス残業解消指針残業解消指針残業解消指針残業解消指針」」」」のののの内容内容内容内容 

１１月号（第８号） 

◆◆◆◆指針指針指針指針パンフレットパンフレットパンフレットパンフレットををををＨＰＨＰＨＰＨＰにににに掲載掲載掲載掲載    

サービス残業を放置することは、内部

告発等をきかっけに労働基準監督署の是

正指導等を受け、不払賃金を支払わなけ

ればならないリスクを抱えていることに

なります。 

厚生労働省は、「賃金不払残業の解消

を図るために講ずべき措置等に関する指

針」（2003年5月策定）について、より

わかりやすく解説したパンフレットの

ホームページへの掲載を10月から開始し

ました。同指針は、賃金不払い残業

（サービス残業）は重大な労働基準法違

反であるとの考えのもと、「労働時間の

適正な把握のために使用者が講ずべき措

置等に加え、各企業における労使が労働

時間の管理の適正化と賃金不払残業の解

消のために講ずべき事項を示す」ことを

目的としています。ここでは、同指針に

記載されている内容を改めて見てみま

しょう。 

 

◆◆◆◆指針指針指針指針がががが示示示示すすすすサービスサービスサービスサービス残業解消残業解消残業解消残業解消のためにのためにのためにのために    

    取取取取りりりり組組組組むべきむべきむべきむべき事項事項事項事項    

（１）「労働時間適正把握基準」の順守 

使用者は、「労働時間適正把握基準」

を遵守することが必要です。また、労働

組合（労働者）も、労働者に対して同基

準を周知することが重要であるとしてい

ます。 

（２）意識・職場風土の改革 

サービス残業の背景に、「サービス残業

もやむを得ない」という労使双方の意識

（職場風土）がある場合には、これをなく

すための取組みを行うことが望まれるとし

ています。 

（３）適正に労働時間の管理を行うための

システムの整備 

サービス残業の実態を把握したうえで、

関係者が行うべき事項や手順等を具体的に

示したマニュアルの作成等により、「労働

時間適正把握基準」に従って労働時間を適

正に把握するシステムの確立が重要だとし

ています。また、サービス残業の温床と

なっている業務体制や業務指示のあり方に

まで踏み込んだ見直しも必要であり、

「サービス残業是正」という観点を考慮し

た人事考課の実施等により、適正な労働時

間管理を意識した人事労務管理が望まれて

います。 

（４）労働時間を適正に把握するための責

任体制の明確化とチェック体制の整備 

事業場ごとに、労働時間管理についての

責任者を明確にしておくことが必要である

とされています。また、労働時間管理とは

別に、相談窓口を設置するなどしてサービ

ス残業の実態を積極的に把握する体制の確

立が重要であり、実態を把握した場合に

は、労働組合（労働者）としての必要な対

応を行うことが望まれるとしています。 

なくならないなくならないなくならないなくならないサービスサービスサービスサービス
残業残業残業残業    
    

サービス残業があっ

たとして2006年度に労

働基準監督署から是正

指導を受け、支払額が

合計100万円以上と

なった企業は1,679社

に上り、対象労働者数

は182,561人となって

います。支払われた残

業代は総額で227億

1,485万円（企業平均

1,353万円、労働者平

均12万円）です。 



    おおおお問合問合問合問合せせせせ無料無料無料無料    
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横浜市磯子区滝頭３－７－２１－１０１ 

TEL／FAX ０４５（７５３）０６３２ 

E-mail: sr-samejima@ab.auone-net.jp 

企業の安定・発展のパートナー 
～経営者様と従業員様の「Win＆Happy」のために～ 

 

   社会保険労務士  鮫 島 忠 司 

さめじまさめじまさめじまさめじま社会保険労務士事務所社会保険労務士事務所社会保険労務士事務所社会保険労務士事務所    

11月月月月のののの税務税務税務税務とととと労務労務労務労務のののの手続手続手続手続［［［［提出先提出先提出先提出先・・・・納付先納付先納付先納付先］］］］ 

    【事務所より一言】 

 

    

 10月も下旬となり、本年も残すところ

１ヶ月強となりましたが、皆様におかれ

ましては、お忙しくご活躍のことと存じ

ます。 

 暗い話題の多い昨今ですが、今月上旬

に４名の日本人がノーベル賞を受賞しま

した。日本人としては、非常に嬉しく誇

らしい気持ちになりました・・。（忠） 

シリーズ 

    営業日 月曜日～金曜日（祝祭日除く） 

営業時間 午前９時～午後６時 

10101010日日日日    
○源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付［郵便局または銀行］ 

○雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前月以降に採用した労働者がいる場合＞ 

［公共職業安定所］ 

○労働保険一括有期事業開始届の提出＜前月以降に一括有期事業を開始している場合＞ 

［労働基準監督署］ 

15151515日日日日    
○所得税の予定納税額の減額承認申請の提出［税務署］ 

30303030日日日日    
○個人事業税の納付＜第2期分＞［郵便局または銀行］ 

○所得税の予定納税額の納付＜第2期分＞［郵便局または銀行］ 

○労働保険料の納付＜延納第3期分＞［郵便局または銀行］ 

○健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀行］ 

○日雇健保印紙保険料受払報告書の提出［社会保険事務所］ 

○労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出［公共職業安定所］  

                                good partnergood partnergood partnergood partner    

 

       第６回 「有給休暇とは？」 
 

 労働者の心身のリフレッシュを図るため、休日のほかに一定の日数取得でき

る、賃金の保障された休暇です。この有給休暇を取得する権利は、①雇入れ

の日から６ヵ月間（それ以降は1年単位）の継続勤務、②その６ヵ月間（それ以

降は１年単位）の出勤率が８割以上、の２つの要件を満たした場合に発生し

ます。 

“基本の 基基基基
きききき

”””” 

いまさら聞けない 

ﾊﾟｰﾄなどの短時間労働者にも有給休暇がある 

 

 週の所定労働時日数が４日以下の者（年間216日以下の者）で、週の所定

労働時間が30時間未満である者は、有給休暇の付与日数は、比例付与の対象

となります。 

労働者の時季指定権と使用者の時季変更権 

    

 使用者は、有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければなりません。

ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げ

る場合においては、使用者は、他の時季にこれを与えることができます。 

会社が計画的に有給休暇を与えることができる 

    

    労使協定で有給休暇をを与える時季を定めることで、使用者は、その定め

た有給休暇を与えることができます（計画年休）。なお、計画年休の日数

は、有給休暇の日数のうち５日を超える部分とされています。 

有給休暇の時効は２年 

    

    その年度に消化されなかった有給休暇は翌年に繰り越されますが、時効に

より２年で消滅します。このとき時効で消滅した有給休暇を会社が買い上げ

ても違法になりませんが、事前に会社が有給休暇を買い上げることを予約（ 

約束）し、その日数分は有給休暇を与えないという扱いは違法となります。 


